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    ８月１５日 

 

午前・午後 ０時５４分 

東郷町議会議長 井 俣 憲 治 殿 

                東郷町議会議員 

                議席番号 ５ 番  氏名 加 藤 達 雄 ㊞ 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問したいので通告します。  

記  

                            №  ２－１   

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

 

1 「東郷あやめ 

保育園」の開園に

ついて 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

平成 29年 10月に、上城・諸輪両保育園を統廃合

した、民営化の「東郷あやめ保育園」が誕生・開園

します。過去４回質問しました中から確認を含め質

問致します。 

 

（1）開園スケジュール他について 

① 園舎は予定通り 7月に竣工したが、まだ什器の

設置等多くの作業があると思います。内覧会や 

10月開園までのスケジュールについて伺う。 

② 保育室の配置は 1 階に 0～2 歳児の保育室と子

育て支援センターと一時保育室として、２階を 3

～5歳児の保育室と遊戯室にされる等、真人舎の

保育方針に沿った施設造りかと思います。他に独

自の保育内容について伺う。 

（2）引継ぎ保育について 

 ① 定員 210名という事ですが、年齢毎の受け入れ

枠と開園当初の園児数を伺う。 

② 園児達の大きな環境変化緩和策を万全な計画

の下、今年度当初から手を打たれ、本番を迎えそ

の実効性が試されますが、環境変化の対応度に

は個人差があると思いますがこの事を想定し

た、フォロー態勢も整えているかを伺う。 

（3）両園保育士の再配置について 

   正規・臨時職員も他町立他園への再配置がされ

ると思うが、臨時職員が当園に優先的に採用され

ると、園児達にとって有り難いですがどうか。 

 

町長  

担当部長  

 

 （注）要旨は、具体的に記載すること。



                 ５番氏名  加藤達雄   №  ２－２   

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２  通学路の安  

全確保について  

 

 

（4）上城保育園の跡地について  

  上城保育園は思い出深い保育園で、公園

として残せないかの問いに、町有地であ

り「保育園整備計画」に沿って老朽化 4

園の更新を図るため、土地を売却して財

源の一部として活用したい。しかし、周

辺住民の住環境を考慮した条件を付す

ことが出来ないか考えたいと回答頂い

たがその結論はどうなったのか伺う。  

 

（ 5）本町の「保育園整備計画」について  

 ①  先回の質問では、セントラル開発等で

子育て世代の増加量も見込み、保育の量

は現有体制の、公立５園、私立 4 園と小

規模保育２園で確保できると予測され

た。今後は 3 号認定の保育ニーズが高ま

ると予想されるが保育量の確保は可能

なのか伺う。  

  

 ②  民営化の財政効果はどの位か。今後、

私立保育園の運営費が一般財源化され

ない前提で考えると、民営化の財政効果

は大きいと思うが、本町は現体制を維持

されるとの事ですが、その理由を伺う。  

 

（1）日進市、東郷町北部の住民の勤務地は、

トヨタ関連企業も多く、みよし市方面に

向かう通勤車両が県道の渋滞を避け、諸

輪北部の町道を抜け道とする車も散見

し、通学路の安全確保を心配する声が多

くある。  

 ①  交通規制するには全住民の合意形成を  

要す等ハードルは高い。バイパスを提  

案するにも、先ずは通行量実態調査が必

要と思うが実施する計画はないか伺う。  

 ②  生活道路は、多くが通学路である。こ

れら道路の安全確保は、通行量を減らす

事と、速度を落とす事が有効と言われる

が本町は、どの様な安全対策を重点に進

めているか伺う。  

町長  

担当部長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長  

担当部長  

 

 

（注）要旨は、具体的に記載すること。  


